
【製造・卸売・小売事業者】
問１  対象となる事業者を具体的に教えてください。

 市内に店舗・工場等を有し、主たる事業（売上高の最も大きい事業）として日本標準産業分
類における『製造業、卸売業、小売業』を営む方です。

問２  提出書類を教えてください。
 全業種共通の①～③の他、次の書類を添付してください。（※前回の申請時に提出されてい
る場合は省略可。ただし、許可期間が切れている場合や、事業内容が変更となっている場合
は、最新のものを提出してください。）
 ・許認可の必要な事業者においては、許可証等の写し
 ・許認可の不要な事業者においては、事業を営むことを証する書類
  例）事業開始届の写し、ホームページやチラシ等でサービス内容を周知している場合
   はその写し、施設の外観（看板等）、販売状況等がわかる写真 など
 ・取扱商品の内容等がわかる資料（製造・販売商品の写真、仕入伝票など）

問３  店舗・工場等は市外にありますが、市内の多くの店舗（道の駅・スーパーマーケットなど）
に商品を卸しています。対象となりますか。
 市内に店舗・工場等を有していない場合は対象外となります。
 ただし、飲食料品を提供する露天商・屋台等は日本標準産業分類における飲食料品小売業と
して扱い、市内に住所及び活動拠点を有する方に限り、露店・屋台等を店舗とみなし、対象と
なります。

問４  事務所・工場は市外にありますが、十和田市内に倉庫があります。対象となりますか。
 市内に工場・事務所等を有する方が対象となります。単なる保管場所としての倉庫のみの場
合は、対象外となります。

問５  農家は対象になりますか。
 農作物を生産・出荷・直売等する場合は、日本標準産業分類における『農業』に当たるた
め、対象外となります。
 ただし、生産した農作物等を加工して販売する場合は、日本標準産業分類における『食料品
製造業』となりますので、農業収入とは別に事業収入として申告しており、かつ、売上高の最
も大きい事業（主たる事業）が加工販売の場合は、対象となります。
 なお、農業を営む場合は、様々なリスクに備えた収入保険制度がありますので、詳しくは下
記へお問い合わせください。
 ・青森県農業共済組合南部支所（大字三本木字里ノ沢1-47）
  電話：0176-22-8101

問６  インターネット販売のみを行っていますが、対象となりますか。
 市内に住所を有する方に限り、居住地を事業所とみなし、対象となります。
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